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富山市立小・中学校再編原案の諮問について 

［学校再編推進課］ 

（１）趣旨 

  富山市通学区域審議会条例第２条の規定により、富山市通学区域審議会の意見を求める

もの。 

（２）諮問事項 

富山市立小・中学校の再編原案について 

  ① 再編原案の妥当性 

（３）諮問理由 

市立小・中学校の再編計画を策定するため、「富山市立小・中学校の適正規模・適正配置

に関する基本方針」（令和２年１１月２５日策定）及び「市立小・中学校再編計画の考え方」

（令和３年８月１１日決定）に基づき、市教育委員会が提示した再編原案に対して富山市

通学区域審議会において様々な角度から総合的に検討していただき、再編原案の妥当性に

ついて意見を求めるもの。 

（４）今後の予定 

日 時 予 定 

令和3年10月15日(金) 第１回通学区域審議会（諮問） 

～ 通学区域審議会による審議 

令和4年2月 通学区域審議会からの答申 

令和4年3月 （仮称）富山市立小・中学校再編計画策定 
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